
 

 

 

付 議 第 ７ 号 

 

 

高知県文化財の指定に関する議案 

 

 

 高知県文化財保護条例（昭和 36 年高知県条例第１号）第 30 条第１項の規

定に基づき、別紙のとおり高知県の文化財として指定することについて、高

知県教育委員会事務委任規則（平成４年高知県教育委員会規則第１号）第２

条第 35号の規定により議決を求めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 高知県教育委員会事務委任規則   

第２条 教育委員会は、次に掲げる事務を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

   (35)高知県文化財保護条例の規定により文化財を指定し、又は指定を解除すること。  



 

 

 

  

 

 

 

  「白髪山八反奈路根下がりヒノキ群生地」を高知県天然記念物（植物）に

指定 

 

       （高知県文化財保護条例第 30条第１項） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 



 

 

 

 

高知県天然記念物の指定 

 

   

 

名  称 

 

指 定 地 域  

所有者 

所 在 地 地 域 

 

白髪山八反奈

路根下がりヒ

ノキ群生地 

 

 

長岡郡本山町 

 

口白髪山国有林２２

林班ほ、と小班内 

１５．７ｈａ 

 

農林水産省 

 

 （指定該当基準） 

 高知県保護有形文化財等の指定、選定及び認定の基準の定め(昭和 51 年 3 月

31日教育長告示第 1号)の 

「 ６  高知県史跡名勝天然記念物指定基準 

   （３）高知県天然記念物 

        次に掲げる動物、植物又は地質鉱物のうち学術上貴重で、高知

県の自然を記念するもの  

         イ 植物 

     （イ）「代表的原始林または稀（け）有の森林植物相」に該当 

 

（価値の証明） 

白髪山南斜面「八反奈路」は地質学的には主に蛇紋岩の露頭及び蛇紋岩の

崩積土・土壌で形成されている。そこに群生する「根下がりヒノキ」は、た

こ足状に根が地面から立ち上がり、その上に巨幹がそびえるという一風変わ

った樹形をしており、これは幾世代にもわたり「切り株」や「倒木の株」の

上で天然更新が繰り返されて現在の姿をとどめるに至ったと考えられ、「根

下がりヒノキ」が形成されるプロセスを観察できる生態学上貴重な林相であ

るといえる。 

併せて、「根下がりヒノキ」群落に隣接する気候的極相であるブナ・ヒメ

シャラ群落、並びに、谷部の湿潤地には渓畔林の主要構成種であるケヤキ・

トチノキが優占する落葉広葉樹林の群落があり、これらの群落はこの地域を

特徴付ける極めて貴重な自然林であるといえる。 





























 

 
 
 

 

 

 

 

○高知県文化財保護条例（抜粋）  

(昭和 36年 1月 10日条例第 1号) 
 

第 6章 県史跡名勝天然記念物  

 (指定) 

第 30条 教育委員会は、県の区域内に存する記念物のうち重要なものを高知県

史跡、高知県名勝又は高知県天然記念物(以下「県史跡名勝天然記念物」と総

称する。)に指定することができる。  

 

 

参考資料３ 


